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平成２２年（行．）第１９５号分限免職処分取梢控訴事件

控訴人疋田哲也

被控訴人東京都

準備書面（３）

平成２３年２月２８日

東京高等裁判所第１４民事部イＡ係御中

被控訴人東京都（代表者兼処分行政庁東京都教育委員会）

訴訟代理人弁護士松崎勝艫轤
綴指定代理人

同

第１はじめに

１本件は、再三にわたり述べたとおり、東京都人事委員会の約２年９ケ月の口

頭審理を経た事件である（平成１９年１月２６日付け裁決書（甲第７６号証）

参照）し、原審においても、平成１９年７月２７日の提訴以来、約２年９ケ月

の審理を経た事件であり、証人調べを含め、まさに十分な審理、証拠調べがな

された事件である、

２原判決の判示、すなわち本件分限免職処分が適正、妥当なものであるとの判

示が正当であることは全く明らかであるし､控訴人の当審における主張が失当

１
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であることについてはTすでに被控訴人としては準備書面をもって主張してい

るところであり、被控訴人としては、本準備書面をもって特段主張しなければ

ならないものはないのである。

３しかし、当審における審理を終結するにあたり、屋上屋を重ねることを承知

のうえ、従前の主張に付力Ⅱして以下の点を念のため主張するものである。

２分限処分制度の意味一退職手当との関係について

１最高裁昭和４８年９月１４日判決は､分限処分制度については、「公務員の身

分保障の見地からその処分権限を発動しうる場合を限定したものである｡」とは

判示するものの、「地方公務員法２８条所定の分限制度は、公務の能率の維持お

よびその適正な運営の確保」のために認められた制度である旨を明確に判示し

ているのであり、なかんづく、同法２８条１項３号が規定する「その職に必要

な適格性を欠く場合」とは、「当該職員の簡単に矯正することのできない持続性

を有する素質、能か性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、

または支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいうものと解される」と

判示しているのであり、被控訴人主張の事実（控訴人の行為）を「相互に有機

的に関連づけて」評価し、「当該職（本件の場合は、教育公務員という職一被控

訴代理人注記）に要求される一般的な適格性との関連において」判断すれば、

控訴人が「その職に必要な適格性を欠く場合」に該当することは全く明らかな

事案である。

第２

２あらためて述べるまでもなく、公務員については、懲戒処分制度と分限処分

制度が存在する（地公法２８条、同法２９条参照）ところ、分限処分制度は、

上記に述べたとおり、「公務の能率の維持およびその適正な運営の確保」のため

に認められた制度であって、公務員の非違行為に対する懲戒処分制度とは異な

２
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るものなのであり、例えば、平成１５年度当時、退職手当について、懲戒免職

処分の場合にはこれを支給しないのに対し、分限免職処分の場合にはこれを支

給する（平成１５年度当時の「職員の退職手当に関する条例」（東京都昭和３１

年条例第６５号（乙第６０号証）１１条参照)）のであり、現に、控訴人に対し

ては、退職手当として約１３００万円が支給されているのである（なお、控訴

人は、本件分限免職処分を不当であると主張しており、上記退職手当の受領を

拒否しており、東京都はこれを供託している｡）

３被控訴人としては、分限免職処分においては退職手当が支給されるが故に分

限免職処分が安易になされてよい、などとはこれを主張するつもりは全くない。

しかし、分限免職制度を理解するうえで、退職手当支給の有無はこれを理解

する必要が不可欠であると思料するので、あえて退職手当に関する主張をなす

次第である。

第３控訴人に対する研修一分限免職処分の時期について

１すでに平成２２年１２月２０日付け被控訴人準備書面（２）第２「被控訴人

の主張」等でも述べたとおり、被控訴人は、小平市から控訴人に対する研修に

ついては口頭ではあるものの、報告を受けていたものであるし、小平市教委と

しては、研修成果については、稲葉証人が「疋田請求人は、時間に遅れること

もなく、無断で休むということもなく、支障なく通常の研修をこなしていた。

ただ、決められたものをこなすということで、それ以上のものでもそれ以下の

ものでもなく、一連の問題行動を打ち消すに足りる､そういった材料ではない、

そういった判断を踏まえて内申をしたところでございます｡」（甲第８１号証(第

５回公開口頭審理速記録）４頁（質問３３)）と証言していることから明らかな

とおり、研修成果をも踏まえて内申しているのであり、控訴人から、研修に関

し、不当、違法といわれるものは全くないのであり、本件分限免馳処分が、研

３
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惨成果をも踏まえてなされたものとの原判決の判示の正当であることは全く明

らかである。

２ちなみに、最高裁昭和６０年９月１２日判決（判例時報１１７１号６２頁。

川崎市収賄職員分限免職住民訴訟事件）は、住民訴訟ではあるものの、収賄で

逮捕された職員に対する分限免職処分を適法であると判示するとともに、分限

免職処分の発令時期について、「任命権者が裁量権」を有することを判示すると

ともに、「不適格な職員を早期に公務から排除して公務の適正な運営を回復する

という要請にもこたえる必要のあること」と判示し、いわゆる「時の裁量」を

認めたうえ、退職手当の支給も適法であると判示しているのであり、控訴人に

対する研修期間が「平成１６年３月３１日まで」であったからといって、上記

最高裁判決からしても、本件分限免職処分が違法とならないことは明らかなの

である。

３なお、原判決が判示するとおり、「予定されていた本件研修期間が終了した後

に分限免職処分という選択肢もあり得た」ものではあるが、あらためて述べる

までもなく、控訴人に対する研修を平成１６年３月３１日まで継続した場合、

控訴人に対し給与はこれを支払わなければならないのであり、地方自治法２条

１４項、地方財政法４条が規定する「最少経費最大効果」の原則からしても問

題が発生するものであることを被控訴人としてはあえて付言する次第である。

第４おわりに

１控訴人は、生徒Ｂに関する本件確認書（乙第２号証参照）の件が典型例であ

るが、原判決がいみじくも判示するとおり、「卑劣であるとの非難を免れない行

為」（原判決５９頁）を行ったのみならず、教育公務員としては、到底考えられ

ない種々の問題行為を行っているのであり、控訴人には、まさに最高裁昭和４

４

･
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８年９月１４日判決が判示する「簡単に矯正することのできない持続性を有す

る素質、能力、性格等」が存在するといわざるを得ないものなのである。

２控訴人の一連の問題行動は、一過性のものと評価することなど絶対に出来な

いものであり、「当該職に要求される一般的な適格性の要件」からすれば、控訴

人は地方公務員法２８条１項３号が規定する「その職に必要な適格性を欠く場

合」に該当するものであることは全く明らかである。

３控訴人としては、すみやかに「本件控訴を棄却する｡」との判決を求める次第

である。

－５



110.2289Ｒ７/1３｣
2011年２月２８８１鴨31サ鵜艤赫

平成２２年（行．）第１９５号分限免職処分取消控訴事件
控訴人疋田哲也

被控訴人東京都

証拠説明書（１）

平成２３年２月２８日

東京高等裁判所第１４民事部イＡ係御中

被控訴人東京都（代表者兼処分行政庁東京都教育委

訴訟代理人弁灌士松崎

指定代理人中野多希

同小林宏 iil

号証
標目

(原本･写しの別）
作成年月日 作成者 立証趣旨

乙第

60号証

職員の退職手当に関

する条例

写
し 昭和３１年９月２９日

東京都条例第6５

号

東京都 ・分限免躯処分には退職

手当が支払われることを立

証する。

･出典は､平成１６年版都政

六法である。
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醐
者
給
付
金
の
支
給
の
寒
件
に
従
い
糞
鯵
す
る
。

―
そ
の
者
が
既
に
支
恰
造
受
け
た
堂
鍾
退
転
に
採
る
一
鯉
の

退
睡
手
当
零
の
麺

一一その審遼唾用保険法錦一一一十七条の一一一雲一頭に麹鍾
す
る
濟
年
齢
甦
給
蜜
格
者
と
』
そ
の
箸
の
蕃
璽
勤
鰄
朝
間

（
鋪
｜
玩
晦
親
璽
十
ろ
奉
牢
動
嫁
期
間
壁
い
う
。
以
下
二
の

衆
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
同
鐘
露
十
七
条
巍
一
甑
に
螺
室
す

る
較
纒
険
識
期
間
と
、
畿
咳
墾
趣
の
曰
甦
同
琵
塑
一
十
乗
譲

一
項
霧
一
号
に
親
定
す
る
継
岡
の
曰
と
、
そ
の
薪
の
審
率
勤

続
期
間
の
年
月
錘
を
同
法
麺
一
一
十
七
謹
の
国
璽
一
一
種
、
賎
の

観
定
に
よ
る
期
間
の
年
月
数
と
み
な
し
て
阿
法
の
煙
定
醤
適

用
し
た
喝
（
□
に
雷
そ
の
藷
が
支
給
を
受
け
る
一
一
と
瀧
で
ぎ
ろ

商
年
齢
求
聴
箸
総
付
傘
の
甑
に
相
当
す
る
麺

６
勤
続
期
間
六
月
以
上
で
退
懸
し
た
職
凰
で
あ
っ
て
そ
の
密

塞
麺
鋼
保
険
潅
錆
四
条
露
一
顧
に
銀
宝
す
る
銭
保
睡
審
と
』
そ

の
者
が
退
暉
の
噂
動
蜜
し
て
い
た
当
鑪
地
方
公
共
団
悴
の
率
譲

遼
同
法
鏑
五
条
蕊
一
項
痙
親
室
す
る
適
用
率
鍵
些
弗
趣
し
た
池

ら
ぱ
同
法
蕊
一
一
一
十
七
塞
璽
一
癖
一
頭
暉
巍
垂
す
る
高
年
齢
継
辨

稜
保
険
醤
に
酸
蜜
す
る
も
の
が
週
睡
の
曰
譲
失
蕊
し
て
い
萎
蛎

合
に
お
い
て
、
廻
醜
し
た
密
が
一
般
の
返
唾
宇
当
》
の
棄
鐇
蓮

愛
吟
注
い
と
ざ
ば
、
前
項
露
一
一
号
の
規
定
の
例
に
上
ワ
モ
の
瘤

に
つ
暫
同
法
の
鯉
定
蔭
麺
用
し
た
錫
合
に
そ
の
者
錘
支
綣
を
受

け
る
》
」
と
が
で
ぎ
ろ
齊
雫
齢
求
職
審
錯
付
全
の
麺
痙
輻
当
寸
壱

金
額
を
、
廻
騨
手
当
と
し
て
亀
同
法
の
細
定
炬
上
る
湾
年
鑑
龍

鰄
審
縫
付
錘
の
支
給
の
塞
件
に
握
叫
支
給
す
る
。

Ｔ
鍬
一
壊
又
睦
鋪
一
一
一
麺
睡
螺
定
す
る
麹
合
の
哩
塑
｝
一
札
ら
の

親
毒
姫
よ
畳
退
趣
手
当
の
支
緒
琶
愛
け
る
看
に
封
し
て
ば
、
次

に
揺
げ
る
蝸
合
に
瞳
、
麹
用
保
険
濯
露
一
一
十
四
条
か
ら
癖
一
手

〈
乗
玄
ど
の
規
定
に
よ
る
藷
本
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
り
揮
港

鑓
善
本
字
竃
の
支
錯
の
条
件
に
鐸
随
雍
一
詞
又
は
繭
函
の
廻

睡
宇
豐
逢
翼
蛤
す
る
｝
｝
と
群
で
き
る
。

上
り
引
き
鈍
き
一
一
一
十
曰
以
上
趣
藥
に
職
く
一
一
と
郡
で
き
な
い
蜜

鋲
率
京
都
辨
即
で
定
め
る
ヒ
マ
ー
ろ
鰻
よ
り
知
事
膳
そ
の
旨
甦
申

し
出
た
鋼
合
に
膣
・
当
趣
理
由
蛭
よ
り
職
桑
に
蔵
く
こ
と
が
で

轡
な
い
曰
歓
塵
加
秤
す
る
も
の
と
し
『
そ
の
加
郵
さ
れ
た
蝿
間

が
四
雫
を
蝿
え
ろ
と
讐
睦
・
西
年
些
寸
一
○
・
蕊
一
一
一
麺
に
お
い
て

「
糞
鋳
鋼
間
」
と
ど
っ
。
）
内
に
朱
栞
し
て
い
る
魍
合
に
鐸
い

て
、
麺
一
号
に
親
竃
す
る
一
般
の
退
騨
雫
当
辱
の
頓
を
垂
一
号

に
蜆
室
す
る
奉
率
乎
麿
の
曰
麺
で
吟
し
て
得
た
数
ご
示
祠
の

蝿
戯
が
あ
る
と
ぎ
陸
、
こ
れ
蓬
切
り
鑓
て
る
。
）
に
）
し
い
曰

蝕
（
以
下
「
祷
麺
曰
趣
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
宍
栗
し
て
い

る
と
轡
は
、
当
麟
遇
睡
手
当
の
唾
か
そ
の
超
え
る
鄙
分
の
表
鍵

の
日
に
つ
ぎ
同
号
に
螺
麺
す
る
奉
率
乎
豈
の
曰
麺
に
栢
萄
〒
ろ

全
額
と
．
廻
睡
手
当
と
し
て
同
錘
の
規
定
に
よ
る
基
本
雫
幽

の
支
給
の
条
件
に
錘
堕
巽
緯
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
痙
噸
定

す
る
所
定
鱈
付
曰
戯
か
県
得
鋼
曰
鼬
彦
鍼
じ
た
白
砿
分
琶
超
え

て
ば
支
給
し
な
い
。

｜
そ
の
霧
が
厩
に
支
蛤
を
愛
げ
た
当
鰄
型
麺
に
孫
壱
一
鐘
の

廻
唾
手
当
及
び
加
条
の
裡
定
矩
よ
る
麺
騨
手
当
（
以
下
二

趙
勾
墾
睡
箏
適
》
」
ど
い
う
。
）
の
麺

一
一
そ
の
懇
琶
麺
用
爆
醸
法
巍
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受

給
蟹
梧
審
と
、
そ
の
密
の
審
箪
勤
銃
潮
間
蓮
岡
譲
螺
十
七
条

露
一
項
に
組
電
寸
答
漉
保
酸
審
潮
間
菖
当
麺
翠
職
の
口
髭

同
法
癖
一
一
十
桑
鰯
一
亟
甑
一
号
に
親
冠
す
る
離
鰄
の
曰
ど
．

そ
の
密
の
塞
嘩
勤
銃
噸
聞
の
年
月
錘
蓮
岡
透
露
一
一
十
一
一
乗
癖

一
一
一
頭
に
餌
室
す
る
弊
定
善
礎
期
間
の
雫
月
鐘
と
み
な
し
て
同

濯
の
蝿
定
甦
適
用
し
た
趨
合
に
闘
潅
蕊
十
一
〈
桑
の
鰹
定
に
よ

り
そ
の
審
郡
童
鑓
選
奨
け
壱
》
》
上
が
で
き
る
露
率
雫
苗
の
白

璽
に
そ
の
雷
に
爆
壱
同
性
露
一
一
十
一
一
条
雰
一
麺
に
規
定
す
る

所
定
鰭
付
Ｂ
戯
（
以
下
『
所
定
給
付
曰
鐡
」
と
い
う
。
）
琶

粂
こ
て
縄
痙
麺

ｚ
前
頭
の
蕃
坤
勧
銃
期
間
と
煙
、
鼠
と
し
て
の
動
鰊
期
間
を

一
．
そ
の
審
渉
知
率
が
麺
用
観
険
法
の
鋼
琿
の
鋼
に
よ
り
描
一
示

し
た
向
灌
癖
一
一
十
四
皐
露
一
額
唾
規
定
す
る
公
鍵
聴
準
釧
轆

零
選
壁
け
る
轡
舎

一
一
厚
生
労
働
大
臣
瀧
狂
閑
保
駿
達
蕊
一
一
十
五
条
藻
一
菰
の
鋭

定
唾
上
る
播
罐
琶
謹
竃
し
た
零
合

一
一
一
厚
生
鎧
鋤
大
麗
郡
雇
朗
保
噸
碧
蕊
一
手
七
条
癖
一
軍
の
錘

定
に
よ
る
錨
睡
蓮
決
定
し
た
轌
合

Ｂ
錦
一
巍
奄
窒
一
弱
奨
び
巍
垂
麺
か
倦
前
璽
窟
で
庭
定
め
る
も

の
の
罐
か
、
癖
一
頭
又
睡
露
一
一
覇
の
錘
定
に
よ
る
逼
聡
手
当
の

糞
錯
麓
愛
け
る
一
一
僅
郡
で
ぎ
一
つ
奇
で
次
の
各
号
の
浬
定
痙
醒
弩

す
る
も
の
に
封
し
て
陰
・
そ
錘
椿
魂
幽
霊
寄
与
に
揺
げ
る
金
額

室
過
謎
雫
欝
迄
し
て
、
犀
用
癖
駿
潅
の
規
定
に
生
署
技
能
習

縛
手
当
、
寄
宿
手
当
、
鰯
癖
字
貰
鐡
鍵
促
懇
乎
幽
、
鯵
轌
愛

ヱ
は
痙
域
求
唾
活
動
密
の
支
給
の
条
件
膳
鐸
い
支
給
す
番
。

｜
知
率
が
唾
用
保
険
澤
の
観
渥
の
例
に
よ
り
指
示
し
た
厩
用

保
険
法
癖
一
一
一
十
一
（
霊
に
銀
定
す
る
公
美
睡
鍵
剛
癖
》
竃
愛
け

て
い
る
瘤
同
寒
醗
四
頭
に
鎮
定
す
る
錘
蛇
習
得
雫
当
の
麺

に
相
当
寸
番
金
麺
’

一
一
両
号
暉
蛆
室
す
る
公
斐
懸
蕊
馴
碗
奪
還
受
け
ろ
た
鞄
そ

の
者
に
よ
り
生
計
蓮
馳
埒
さ
鍵
て
い
る
両
鴎
の
観
鰊
（
鰯
出

蓮
し
て
い
な
い
瀧
電
率
爽
上
そ
の
壱
と
轡
麺
関
係
と
同
椀
の

雲
椿
に
あ
る
看
窪
含
む
。
）
些
別
鱈
し
て
》
宿
す
る
宕
慰

用
保
険
澤
索
一
一
〒
｛
く
ま
巍
酉
麺
娼
螺
定
ず
ろ
寄
宿
手
当
の
額

に
棺
当
＋
ろ
金
額
．

’
一
一
理
郵
錘
公
共
唾
鑓
塞
宝
所
に
出
頭
し
求
騨
の
申
込
み
堂
し

た
縫
握
鏑
い
て
、
鍾
騎
又
趣
負
鰹
の
た
め
に
鼬
鍵
に
瞬
く
一
一

と
が
で
○
球
い
零
麺
用
保
険
法
銅
一
一
一
十
七
条
雪
一
一
項
に
錘

定
寸
ろ
鰯
禰
手
当
の
曰
噸
に
輻
顎
す
る
金
甑

四
職
繋
暉
賎
い
た
霧
「
屈
用
爆
陣
法
鄭
五
十
一
〈
乗
の
一
一
繩
一
一
一

填
曄
醜
定
寸
番
錘
桑
促
麺
手
当
の
麺
に
相
当
す
る
金
麺

五
公
共
嘘
鏑
安
室
所
の
極
介
し
た
聴
鍵
に
疎
く
た
壇
又
睦

い
う
》
』
昂
蝿
合
に
鍔
い
て
へ
菖
麓
勘
羅
卿
間
炬
係
る
職
員
と

な
つ
渥
曰
耐
に
睡
厘
又
は
噸
函
以
外
の
轡
で
噸
興
に
つ
い
て
定

め
ら
れ
て
い
る
勘
趣
寄
間
以
上
⑫
露
し
た
白
（
透
令
ヱ
桂
条
例

藩
し
く
ほ
一
一
れ
に
蚕
．
つ
く
束
承
知
鎮
剛
に
よ
り
、
勤
務
琶
喪
し

池
い
二
と
と
ぎ
姪
又
曄
休
琿
篭
与
え
ら
れ
だ
日
塵
含
む
。
）

郡
十
〈
曰
以
上
あ
る
月
が
一
円
以
上
あ
る
も
の
（
季
麺
的
鍵
藷

に
四
晦
月
以
内
の
噸
函
琶
定
め
て
雇
爾
辛
』
弛
雪
又
陞
季
節
的
に

四
魎
月
以
内
の
潮
間
芝
定
め
て
麺
用
さ
錘
て
い
た
轌
帷
お
つ
吏

嶢
引
宮
錘
讐
沓
麟
所
定
の
噸
閲
琶
琿
え
て
動
猿
し
た
も
②
拒

窪
蕊
薑
鑿
雲
鑑
露
一

睡
凰
率
で
諺
つ
毒
翻
間
塞
含
む
巧
の
と
し
竜
当
醸
助
轆
潮
間
ヱ
一

睡
堂
顛
郵
蝿
》
で
垂
つ
塞
翻
間
秬
次
の
各
今
蟷
縄
げ
ろ
翔
函
渉

含
窪
弛
て
い
署
と
嘩
睦
・
籔
遮
舂
号
に
掲
げ
る
期
間
に
錘
題
す

る
す
べ
て
の
潮
間
壁
除
く
。

｜
箇
鐘
動
砿
噸
悶
又
蛙
幽
酸
唾
国
辱
で
あ
っ
た
期
間
に
係
る

轍
蝿
零
と
獲
っ
た
曰
の
逗
雨
力
睡
魔
零
で
な
く
獲
っ
た
曰
が

幽
越
睡
魔
》
と
な
っ
た
画
前
一
年
の
翻
聞
向
に
な
い
こ
ぎ

は
、
当
踵
直
前
の
鼬
興
琴
で
潅
く
な
っ
た
白
前
の
職
興
奪
で

あ
っ
た
期
闘

一
一
当
鹿
勤
鋺
割
問
暉
係
る
噸
興
零
と
な
っ
た
曰
前
に
垂
轆
手

当
の
支
給
琶
愛
け
た
》
一
と
の
あ
る
睡
興
に
つ
い
て
は
』
当
醸

廻
鑪
雫
当
の
支
繼
に
擁
ろ
墾
郵
の
白
以
前
の
感
興
》
で
準
つ

た
噸
閃

３
動
羅
期
悶
六
月
以
上
そ
退
騨
し
た
鰄
興
（
緬
六
坂
の
錘
定
暉

琿
函
す
る
審
蓮
除
く
。
）
が
梺
糞
給
顛
岡
内
仁
夫
鍵
し
て
い
る

饅
合
に
お
い
て
廻
懸
し
た
霜
が
一
寵
の
退
職
乎
閨
等
の
支
給

遷
鐘
妙
江
い
と
包
曉
、
そ
の
矢
鐸
の
曰
瞠
つ
き
癩
一
菰
蕊
一
一
号

の
鋼
定
の
例
塵
よ
り
そ
の
審
庭
つ
讐
麺
凋
爆
駄
濯
の
親
轌
を
趣

翻
し
た
蝿
合
侭
そ
の
密
が
支
轌
遷
愛
時
ろ
｝
一
と
が
で
包
る
琴
牢

乎
瞳
の
曰
緬
晦
栖
当
す
る
金
額
蓬
・
退
麺
乎
当
こ
し
て
、
同
法

ｑ

￣

露
；
０
．
．
ｍ
「
，
ｈ
’
沈
静
〃
⑪
’
二
。
。
』
再
西
四
・
’
㈹
１
玉
・

一
一
（
一
〕

Ｑ
Ｃ
中

麺
享
渉
雇
用
保
険
達
の
規
定
の
鉤
に
よ
咳
捲
示
し
た
同
法
蕊

五
十
八
条
銅
一
頭
に
鋼
竃
す
る
公
共
嘔
鏑
訓
鰄
奪
遭
錘
け
る

走
鞄
そ
の
住
所
又
峰
暦
所
定
窪
璽
す
る
者
向
乗
露
一
一
頂

に
規
定
す
る
移
転
愛
の
顕
に
霜
当
す
る
企
麺

一
〈
公
共
噸
蕊
安
定
所
の
緬
介
に
よ
り
広
唾
四
の
地
域
歴
わ
起

る
求
噸
活
動
鑓
す
る
霊
感
、
保
険
注
燕
五
十
九
乗
錦
一
一
菰

に
鋺
室
す
る
匡
錘
求
腫
活
勤
蕊
の
額
に
相
当
す
る
金
餌

臼
前
坂
蕊
一
一
一
号
に
掲
げ
る
型
睡
乎
当
嘆
所
定
給
付
日
数
か
ら

得
噸
Ｂ
数
ま
ず
灘
一
雨
又
嘩
璽
一
一
坂
の
銀
宝
に
よ
る
理
噸
手
当

の
重
総
琶
受
け
た
曰
数
塗
竺
験
し
た
白
甦
を
超
え
て
ば
支
給
し

趣
い
・

ｍ
銅
〈
麺
類
一
一
一
号
厘
謁
が
一
つ
噸
聴
手
劃
の
支
給
が
為
つ
た
と
彗

曄
、
葬
一
西
電
癖
一
一
一
項
又
嘩
露
〈
麺
の
趨
定
の
適
用
に
つ
い
て

、
竺
当
睡
支
鰭
が
塗
つ
だ
金
額
に
相
当
す
る
曰
数
分
の
銅
｜
項
．

又
嘩
露
一
一
一
魂
の
糎
定
に
よ
る
迦
噸
手
当
の
章
給
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
す
。

巫
癩
ハ
鋼
露
西
唇
に
掲
げ
る
廻
唾
乎
睾
の
糞
緒
が
あ
っ
た
と
ぎ

畦
、
露
一
頃
、
鏡
一
一
一
璽
冥
喰
蕊
〈
菰
の
規
定
の
通
用
に
つ
い
て

睦
電
衣
の
各
号
に
揺
げ
る
遁
鰄
手
当
）
」
迄
に
、
出
睦
各
号
に
定

め
る
曰
歓
分
の
率
一
頭
ヱ
噂
埜
一
一
雷
の
銀
宝
に
よ
る
過
睡
手
当

の
支
綣
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

｜
雇
用
保
険
瀧
蕊
三
十
一
〈
条
空
一
蕊
一
巍
鋪
一
号
イ
に
鍍
当
－

ず
ろ
鞠
に
係
る
赦
蕊
促
迦
手
当
に
相
当
す
る
退
轆
手
当
窒

睡
坦
噸
手
当
の
支
給
窪
受
け
た
白
甦
に
相
当
す
る
曰
敏

一
一
睡
用
爆
険
法
蕊
五
十
一
〈
寒
の
一
一
錐
一
菰
蕊
一
号
ロ
に
醸
当

す
る
密
に
係
る
就
鍵
促
進
乎
当
腔
相
鴎
す
る
趣
鰄
手
当
当

輕
蕊
篭
霊
》
蕊
餓
羅
篭

已
歎

哩
偽
り
そ
の
他
不
正
の
特
撰
に
上
っ
て
第
一
奴
雫
露
一
一
一
項
及
び

露
五
ｍ
か
ら
蕊
〈
甑
逃
で
の
規
冠
に
よ
る
急
辿
聴
手
当
の
支
給
塵

の
蜆
定
に
よ
る
霧
牢
乎
当
の
支
錯
の
鍵
件
に
従
い
玄
鯵
す
る
．

た
だ
し
、
癖
一
種
第
一
一
号
の
規
定
の
例
曄
よ
り
そ
の
老
に
つ
き

熨
用
鐸
陸
潅
の
規
定
遼
遮
用
し
た
蝿
合
に
お
け
る
そ
の
壱
に
係

墨
所
定
綣
付
曰
錘
に
相
当
す
る
曰
数
分
塗
超
え
て
睦
支
給
し
な

い■

４
錦
一
種
及
び
前
調
の
蝿
定
に
よ
る
廻
醜
手
当
の
丈
鐇
侭
係
る

廻
醗
懇
定
年
に
率
し
た
｝
Ｅ
そ
の
他
の
東
京
都
観
副
で
麺
ぬ
る

鰹
由
に
よ
署
も
の
で
露
ろ
職
輿
輕
当
確
辿
聴
鰹
一
定
の
期
間

求
睡
の
軍
込
み
蓮
し
な
ど
）
ど
甦
希
里
す
る
蝿
合
に
描
い
て
、

承
京
都
規
則
で
定
め
る
と
』
」
毛
に
よ
り
藝
知
率
に
そ
の
旨
筐
申

し
出
た
と
ぎ
喫
癖
一
頭
中
「
当
瞳
各
号
に
定
め
』
や
期
悶
」
と

あ
る
の
陸
「
当
遮
審
号
起
翼
ぬ
る
期
間
と
、
求
麺
の
申
込
み
む

し
雄
い
干
一
瞳
を
希
艶
す
る
一
定
の
期
間
二
雫
を
限
鹿
と
す

る
←
）
に
相
当
す
る
潮
間
を
合
拝
し
た
潮
間
（
当
遮
求
噸
の
申

込
み
芒
し
な
ぜ
｝
些
塞
希
望
す
る
一
定
の
期
間
内
に
求
蝿
の
中

込
み
彗
し
た
と
ぎ
嶢
当
顕
各
号
に
定
め
る
期
剛
厘
当
賊
退
唖

の
曰
の
豆
曰
か
ら
出
鍾
求
磁
の
申
込
み
琶
し
た
曰
の
耐
曰
ま
で

の
期
間
に
相
堂
す
る
鯛
間
塵
加
算
し
た
期
間
旨
と
、
「
当
鱸

期
間
内
」
と
お
る
の
は
「
当
躍
合
邦
し
た
期
間
内
』
と
、
前
項

中
「
支
籍
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
露
四
頭
に
お
い
て
碇
昂
轡
え

ら
れ
た
錘
一
掴
に
螺
室
す
る
支
蛤
噸
問
」
ヒ
サ
ー
ミ

Ｓ
動
繩
麺
間
一
〈
月
以
上
で
廻
聴
し
た
“
魔
で
あ
っ
て
、
そ
の
密

を
雇
廟
保
賦
稽
寒
四
条
鋪
一
軍
に
鞭
定
す
ら
鼓
爆
険
租
と
、
そ

の
鋳
郡
廻
鼬
の
噸
動
麺
し
て
い
た
当
賦
地
方
公
共
団
体
の
事
鑓

燈
同
法
癖
五
条
露
一
麺
に
螺
室
す
る
麺
用
》
擁
と
み
な
し
危
起

ら
ぱ
同
鐘
蝿
一
一
一
十
七
蘂
の
一
一
鏥
一
坂
に
規
定
十
壱
病
年
齢
継
続

鍼
保
険
者
に
睡
当
す
る
も
の
の
う
ら
箒
魏
一
号
に
蝿
げ
る
額
が

癖
一
一
号
庭
掲
げ
る
頓
に
満
た
な
い
も
②
然
墾
唾
の
日
銭
尖
醸
し

て
い
番
濁
舎
に
陰
、
一
瞳
の
遁
魑
手
当
琴
の
ほ
か
蕊
鏥
’
一
号
に

繩
げ
る
麺
か
ら
鰯
一
号
に
蝿
げ
署
麺
蓬
瀝
じ
た
額
に
相
出
す
手

金
函
を
、
型
蕊
雫
当
と
し
て
同
瑳
の
鎮
定
に
上
る
肉
年
齢
娘



職員のili｣in手当に閲する条ザリ〃４
ｇ
一
一
軸
》
副
謡
一
競
四
器
議
論
“
鍬

405職員のigmh手当に閲する条例

受
け
た
署
辨
曇
る
鍋
合
に
桂
雷
琿
臨
保
険
法
第
十
乗
の
固
の
例

暉
よ
る
・

四
本
蘂
の
餌
定
哩
よ
る
過
聴
乎
当
竺
厘
聰
揮
睡
法
文
は
船
興

保
険
麓
（
昭
和
十
四
雫
法
極
鏥
七
十
三
号
）
の
糎
定
に
よ
る
こ

れ
に
相
当
十
る
給
付
の
支
綣
竃
受
け
る
箸
に
対
し
て
は
文
紬
し

な
い
。

（
剰
率
牢
件
に
閲
し
墾
聴
し
猩
堪
舎
率
の
墾
雄
乎
鐵
の
唾
扱
い
）

蹄
十
四
堯
睡
園
が
刑
率
率
件
に
関
し
起
酔
（
当
睡
鰻
蔬
侭
係
る

』一

犯
罪
に
つ
い
て
癖
姻
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限

り
梺
刑
雰
醍
舩
澤
（
唱
和
一
一
十
一
一
一
年
潅
律
霧
百
一
一
キ
ー
曇
）
癖

一
（
幅
に
規
定
す
る
略
武
事
錘
に
よ
る
も
の
を
藤
く
辱
塞
一
一
塩
基

ぴ
次
条
顛
五
額
幅
お
い
て
同
じ
・
）
奮
害
魏
港
麹
合
に
お
い

て
、
そ
の
判
決
の
寵
室
緬
に
遜
職
し
た
と
琴
曄
、
一
睡
の
廻
郵

‐
。
｝
■
◆

乎
当
審
睦
・
糞
繊
」
雄
い
・
一
一
の
鰯
一
】
に
措
い
て
華
麺
以
上
の

刑
に
処
せ
ら
れ
錘
か
つ
産
逗
雪
は
、
麺
〈
桑
に
定
め
ら
れ
た
廻

睡
乎
豐
の
甑
（
無
罪
の
雷
波
し
を
受
け
た
と
辱
曄
本
来
糞
け
る

く
ぎ
退
融
手
当
の
額
）
琶
支
錨
す
る
や

２
節
坂
擢
駿
の
醜
定
に
よ
り
退
馳
乎
当
鞍
文
給
寸
碧
蝿
合
に
お

い
て
は
、
両
軍
後
段
の
規
定
庭
よ
り
支
給
》
く
ぎ
墾
唾
平
醤
の

頭
か
ら
十
で
椹
支
巻
匿
愛
け
た
雨
条
の
巍
璽
罹
上
壱
退
聴
乎
璋

の
餌
遼
控
跡
す
る
も
の
と
ず
る
・
こ
の
鍋
合
に
お
い
て
、
薮

後
段
の
親
定
握
よ
り
支
錨
す
べ
ざ
廻
唾
手
当
の
麺
然
す
で
に
実

蛤
甦
受
け
た
前
条
の
蝿
定
に
よ
る
退
唾
手
壁
の
麺
以
下
そ
あ
る

と
き
ば
、
前
亜
譲
唾
の
濯
定
に
よ
る
退
唾
雫
当
噌
支
崎
し
な

いＰ

乱
前
一
一
噸
の
蛆
定
曉
退
職
し
た
密
に
対
し
ま
だ
一
睡
の
廻
臓

手
当
等
の
甑
が
実
弘
わ
れ
て
い
な
い
蝿
合
に
お
い
て
亀
そ
の
箸

郡
在
噸
期
間
（
そ
の
退
鰄
手
当
の
支
給
の
琴
硬
迄
な
る
噸
間
蓮

い
う
。
汰
索
及
び
露
十
四
条
の
一
一
一
露
一
項
に
特
い
て
同
じ
。
）

津
の
行
為
に
係
墨
刑
癖
率
仲
帽
関
し
鰹
噸
遼
さ
れ
窪
と
雪
に
つ

喪
注
率
頓
建
東
京
都
親
剛
で
定
鯵
壹
．

（
遜
腿
手
当
の
返
納
）

錨
十
四
蘂
２
－
一
理
“
し
た
壱
に
対
し
一
殿
の
廻
職
乎
当
》
の
支

蛤
産
し
た
錘
に
お
い
て
そ
の
鱈
が
窪
馳
期
間
中
の
行
繩
暉
係

⑤』

ろ
鋼
寧
宰
件
に
脚
し
辣
魎
以
上
の
刑
に
処
巷
ら
鍵
だ
と
野
睦
、

そ
の
支
錯
蓬
し
た
一
般
の
趣
騨
乎
当
》
の
甑
Ｐ
つ
ち
次
に
蝿
ぱ

る甑麩返納させる一｝とが芒きる．。ただし、輻十一一一舞顛
一
項
又
は
蕊
三
菰
の
規
定
に
よ
る
退
醐
手
当
の
支
轌
芭
量
け
て

い
た
埋
合
（
愛
け
る
こ
と
が
で
き
た
蝿
合
琶
含
む
。
）
噌
）
｜

の
限
り
で
な
い
．

一
一
般
の
週
麺
雫
当
》
の
玄
鐇
を
受
け
て
い
江
は
れ
ば
熱
十

一一一条趨一一項又陣轆六項の規定滝よる退噸宇菖の支給
竃
受
け
る
》
」
と
が
で
ぎ
た
電
で
毒
つ
た
鋼
合
」
瞳
の
過
騨

手
当
等
の
麺
か
ら
こ
れ
ら
の
銅
定
歴
よ
り
笄
出
さ
巍
毫
金
額

芭
錘
隣
し
て
得
た
駆

巾
一

一一前号唾蝿げる轡舎以外の蠅合一般の廻琿手当》｜
の
甑
の
全
額

ｚ
前
頭
の
規
定
に
よ
り
一
錘
の
遷
馳
手
当
零
の
額
琶
遁
緬
さ
せ

る
蝋
合
に
壇
そ
の
旨
趣
妃
軸
し
た
寄
而
で
通
知
し
な
げ
郡
鍾

獲
ら
な
い
。

３
前
一
一
坂
厘
定
め
る
も
の
の
瞳
か
、
鰯
一
麺
の
畑
定
歴
上
ろ
過

澱
手
当
の
返
納
に
閲
し
必
喪
潅
率
菰
建
立
京
都
姐
即
で
定
め

る
。

（
祷
鋤
区
雰
の
睡
厘
と
廷
つ
だ
雪
の
取
扱
い
）

癖
十
囚
桑
の
四
醜
風
が
引
き
枕
い
て
祷
別
区
渓
ぴ
率
京
都
内
の

市
珂
材
並
び
に
｝
亮
ら
亡
も
っ
て
組
趣
す
る
一
郎
事
務
逼
合
の

任
期
の
定
め
の
あ
る
画
風
（
以
下
率
条
に
準
い
て
「
秤
別
区
輻

の
鮠
輿
」
と
い
う
。
）
廷
な
っ
た
蝿
合
（
そ
の
雷
が
引
雪
碇
い

て
再
び
都
の
睡
鼠
と
雄
つ
左
鶏
舎
造
含
む
』
）
健
、
当
睡
特
別

区
零
の
鰄
良
と
し
て
左
聯
す
る
間
。
露
一
藁
に
鋼
起
す
答
騨
輿 ！ い

て
車
馬
す
る
。

（
退
錘
宇
鐺
の
支
給
の
一
聴
鍾
生
め
）

露
十
四
蘂
の
一
一
怪
命
擢
報
瞠
今
廻
職
し
た
霊
に
対
し
ま
だ
一
鰻

の
遮
麺
手
当
零
ヵ
頭
が
糞
払
わ
れ
て
い
な
い
濁
舎
庭
お
い
て
畳

そ
の
密
の
窪
醜
期
魍
中
の
狩
翰
に
係
る
刑
醒
率
件
罹
閲
し
て

》
て
の
春
が
麺
鰯
さ
れ
た
と
雪
又
毬
そ
の
雷
か
ら
聴
取
し
た
醒
軍

雷
し
く
嘩
烟
垂
に
よ
り
州
明
し
た
麺
突
に
錘
づ
き
そ
の
雷
に
犯

罪
が
あ
る
と
思
料
》
ろ
晤
童
つ
だ
と
ぎ
で
あ
っ
て
、
そ
の
密
迄

対
し
一
暇
の
墾
鼬
乎
当
》
を
冥
鐇
す
る
一
一
と
が
督
公
霧
に
対
す

る
駆
星
の
憎
噸
を
確
保
」
廻
唾
雫
当
制
塵
の
遮
正
か
つ
円
滴

な
爽
繩
琶
継
特
す
る
上
で
愈
大
莚
支
障
を
生
ず
ろ
と
塵
曹
。
と

彗
竺
一
般
の
廻
嘘
季
題
》
の
支
錘
を
一
時
垂
し
生
め
る
ご
と

が
で
②
ろ
⑨
．

ｚ
輌
蕊
に
組
垂
す
る
一
嘘
の
墾
願
手
当
》
の
文
総
遁
一
癖
ま
し

止
め
る
処
分
（
以
下
二
時
逵
上
処
分
」
と
い
う
。
）
蓬
行
う

濁
合
に
曙
そ
の
濁
琶
亟
函
芒
鐘
謹
一
野
塞
上
処
分
逵
愛
け
る

く
ぎ
窓
に
麺
釦
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

Ｓ
前
頭
の
籾
定
に
上
り
一
呼
逵
上
処
分
醤
行
う
塵
の
通
知
窪
す

る
鋼
合
嬉
お
い
て
、
当
遮
一
癖
塞
圭
処
分
蓬
受
け
ろ
べ
彗
審
の

所
在
が
麺
鈍
な
い
と
彗
嘆
通
知
琶
寸
く
ぎ
内
容
蓮
亜
承
都
公

証
に
縄
越
す
暑
一
』
と
蓮
も
っ
て
通
知
唾
代
え
る
一
一
と
瀞
で
ぎ

ろ
・
｝
』
の
鋼
合
に
鍔
い
て
は
、
そ
の
霜
蝉
し
た
曰
か
ら
琿
奔
し

て
一
一
週
間
甦
鐘
過
し
仁
曰
に
、
通
知
が
轌
睡
一
辮
鍾
上
処
分
麩

受
け
ろ
べ
幹
智
に
割
麹
し
た
も
②
と
み
雄
す
。

。
｜
吟
筆
』
処
分
壱
愛
け
た
密
竺
行
軍
不
噸
審
垂
法
（
噸
和

一
一
一
十
七
宇
潅
熱
癖
盲
一
〈
＋
今
）
罪
十
画
条
文
唾
巍
四
・
千
五
察
に

蝿
定
寸
番
姻
閲
が
経
過
し
室
銭
に
お
い
宅
は
、
幽
鎮
一
蝿
逵
上

処
分
嬢
の
零
惰
の
変
化
麩
理
由
唱
窒
塵
一
蒔
鍾
上
処
分
蓬
し

た
雷
橲
対
し
璋
そ
の
醜
辮
」
蓮
申
し
立
て
ろ
》
｝
と
が
で
》
』
ろ
。

ｓ
任
命
纒
審
陣
、
一
時
垂
上
処
分
に
Ｐ
い
て
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
痙
鰹
当
す
る
崖
至
っ
た
鰯
合
に
鍵
や
》
遼
率
か
に
当
輝
｛

蕊
蕊
蕊
鑿
蕊
蕊
塞
肌
・
紗

鯛
巽
蕊
篭
篭
蓬
繩
鎧
圖
鑪
餅
篭
蕊
鰄
艀
」
離

し仁とし潅屋霧壱二とと鷲麓月碧雪寸露一一詩〈》獣埠髄聖蝋罷莎の退醤よる週肇
３鯛鍜鰍鵬灘欝騨箪一〈志愚し駒豊雑雛》←》繍諏報哉鈩に霊する賀の向

璽
鑿
羅
鬘
驫
臺
壜
篝
薑
篝
霊
王
…

蕊
灘
議
鶴
灘
灘

蕊
鍵
澱
窯
…
壜
｜
鍵
鱗
蕊
鮒
蕊

‐

‐・・ＩｉＩｉ…・－ｉＩ“・‐Ⅲ。ｉ三。．』》》Ｐ・や．一一へ己．
■
■
己
Ｏ
Ｐ
ｊ
巾

、
０

蒋
逵
上
処
分
達
取
り
消
毒
」
な
け
れ
ば
な
ら
虹
吃
走
還
し
〈
師

．
一
一
脅
罹
霊
当
ナ
ろ
蝿
合
に
鐸
い
て
、
一
時
塞
止
処
分
鐘
受
け
た

密
が
そ
の
密
の
譲
聴
噸
函
中
の
行
鋒
に
係
る
刑
躯
牢
件
に
関
し

藻
踵
逮
繍
雪
れ
て
い
る
と
ぎ
そ
の
他
》
｜
れ
を
取
り
調
す
》
』
と
都

一
孵
謹
上
処
分
の
圓
的
鱈
明
ら
か
に
嘆
十
戸
一
些
鍵
ぬ
る
と
ぎ

ば
や
》
一
の
限
り
ぞ
な
い
。

｜
一
時
垂
上
処
分
竃
愛
げ
た
箸
に
つ
い
て
、
当
麟
一
時
垂
上

処
分
の
迦
由
と
趣
つ
左
行
鐡
に
係
る
痢
癖
率
件
に
つ
き
公
訴

窪
錘
起
し
な
い
処
分
懇
あ
っ
た
蝿
合

一
一
一
時
蕊
上
処
分
全
愛
け
た
密
が
そ
の
讃
の
在
馳
期
間
中
の

行
為
に
僻
ろ
刑
宰
宰
忰
に
園
し
婬
解
瞳
さ
れ
る
》
』
）
」
な
く
そ

の
箸
の
退
甦
の
曰
か
ら
超
無
し
で
一
年
超
耀
過
し
た
廻
合

Ｇ
前
夜
の
蜆
定
建
任
命
極
容
だ
－
野
垂
上
処
分
識
に
判
明

し
た
率
寒
栗
は
生
じ
た
謀
樒
に
ま
づ
貧
一
般
の
週
聴
手
当
零

の
重
轌
芭
ま
し
止
め
る
必
窪
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
当
賦
一
吋

蕊
上
処
分
蓮
取
り
消
す
》
一
と
造
妨
げ
る
も
の
で
趣
な
い

７
一
軒
塞
止
処
分
を
受
け
た
麺
盤
対
す
。
津
十
一
一
一
条
の
醜
定
の

麺
願
に
つ
い
て
竺
当
砿
一
時
窪
上
処
分
が
取
り
調
さ
れ
る
戎

で
の
間
、
そ
の
講
越
雫
一
煙
め
辿
融
手
当
等
の
支
総
選
奨
”
な

い
密
と
み
な
す
。

８
師
塞
譲
一
一
荻
の
螺
定
興
一
辮
埜
上
処
分
造
受
け
た
藷
が
章

琶
鍼
一
時
蟄
止
処
分
歩
取
り
調
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
一
般
の
廻

砺
孚
当
》
の
支
捲
甦
受
”
ろ
埋
合
姫
つ
い
て
牢
用
す
る
０

９
任
命
糎
審
睡
智
一
時
錘
上
処
分
を
行
う
蝿
合
毬
奄
当
鍾
一
時

謹
止
処
分
唾
巽
吋
る
べ
醤
零
厘
対
し
、
当
顕
一
吋
錘
止
処
分
の

際
雷
一
癖
鐘
上
処
分
の
率
由
塗
娼
蝋
し
た
醍
明
祷
瞳
交
付
し
な

げ
れ
鐘
承
ら
な
い
。

、
任
命
錘
審
瞠
、
｜
時
鍾
垈
処
分
を
行
鐺
う
と
す
る
鍋
合
峰
あ

ら
か
じ
め
、
．
｜
癖
塞
上
処
分
を
亜
ワ
瀬
し
た
燭
合
催
速
や
か

唱
知
事
に
麺
麺
し
左
鐡
れ
ば
な
ら
潅
唯
・

巫
前
壱
亟
猛
定
騨
墨
知
の
海
輝
か
》
←
町
垂
迪
如
分
痙
閼
し
必
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ろ
戸
．
、

附
則
（
平
一
五
・
三
・
一
四
粂
例
五
）

こ
の
桑
例
曉
｝
一
‐
蟻
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
鰯
行
す
る
。

附
則
旱
一
五
・
や
一
一
〈
条
例
一
（
）
（
）
）

（
漉
行
期
曰
）

ユ
ニ
の
壱
（
例
建
平
成
十
五
年
八
島
一
曰
か
ら
擁
行
す
る
。

（
鍾
過
招
露
）
．

．
ｚ
こ
の
驫
例
の
施
行
の
曰
（
以
下
「
纈
行
Ｂ
』
と
い
う
。
）
前
に
辿

醸
Ｉ
』
た
一
樫
］
（
に
係
る
》
｝
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
軸
風
の
退
職
乎
当

に
関
す
る
条
釧
（
以
下
「
新
鶴
⑩
と
い
う
．
）
第
士
一
蕊
の
霧
｛

姪
よ
る
一
》
（
塞
密
の
廻
聴
亭
遇
璽
》
（
絶
に
つ
い
て
趣
・
」
錨
（
か
ら
瓢
‐
一
‐

一
罫
．
《
て
に
竃
ぬ
る
む
の
し
』
除
』
（
一
、
雄
鎧
従
抽
の
例
に
上
る
。

３
新
一
濡
登
干
二
嘉
一
八
頭
額
四
号
及
び
蕊
十
一
項
露
一
（
定
確
・
施

行
曰
以
松
建
趣
難
握
醗
い
た
者
瞳
対
す
る
同
乗
乘
八
訂
鶉
麗
号
に
蝿

け
る
退
職
手
当
の
一
一
（
総
握
つ
い
て
適
用
し
、
繩
行
日
前
に
職
栞
に
就

い
た
箸
に
対
す
る
こ
の
粂
例
に
よ
る
改
正
前
の
一
瞥
（
の
廻
融
一
一
一
．
当
嬉

閲
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
廷
い
う
。
）
銅
十
一
一
一
条
錦
八
坂
露

一
一
一
号
の
一
一
及
び
第
四
号
に
掲
げ
番
辿
蝿
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
唾
、

な
お
従
前
の
例
に
上
る
。

ｑ
施
行
圃
加
に
し
た
偽
り
そ
の
他
の
不
正
行
為
膣
よ
っ
て
斬
乗
例
銅

十
一
一
一
条
の
鯉
定
雁
よ
る
》
蕊
審
瑁
鵠
》
霧
（
一
一
の
｛
《
（
鞍
）
受
け
た
覇
に

対
す
る
そ
の
宍
》
一
霊
】
の
輌
議
乎
遙
の
全
甑
又
は
一
部
一
一
鍾
避
す
る
”
』

と
文
は
そ
２
－
蕊
藷
の
狸
歳
手
当
の
緬
健
相
一
一
千
る
観
以
下
の
へ
》
嗣

逵
締
舛
す
る
こ
と
の
命
令
に
つ
い
て
趣
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
新
条
例
認
十
一
一
一
一
棗
季
十
一
一
項
の
蜆
一
一
一
（
墜
鑓
行
日
以
錘
鷹
偽
り
の

晒
出
、
繩
告
又
腫
睡
明
置
し
た
躯
鍾
三
又
は
聴
蕊
細
介
一
一
鑑
霜
等

怠
狽
蕊
瀝
（
昭
和
四
’
一
‐
九
謹
犠
鋪
百
十
六
号
）
蕊
十
鑑
の
四

鏑
一
一
項
に
規
定
ｒ
包
麗
鯖
介
亟
亜
署
辱
と
い
う
。
）
幅
対
し
て
通

用
し
、
同
日
鯛
に
偽
り
の
刷
出
魁
靴
告
又
睦
睡
明
を
Ｌ
空
鑑
圭
礪

対
す
る
宍
《
】
霊
勗
廻
鴎
苧
当
の
玄
》
暫
麗
一
一
（
け
た
箸
と
》
》
帯
し
て
一
睡
》
｛

例
鰯
＋
一
一
一
一
一
議
十
一
一
項
の
鋭
一
》
一
定
よ
る
宍
鍾
嶺
の
迫
、
手
当
の
返
一
趣

又
は
靹
一
符
一
》
寵
ぜ
ら
れ
だ
《
》
訪
一
の
納
付
一
》
一
一
，
る
こ
と
の
命
令
に
つ
い

て
凶
。
な
お
鎚
前
の
例
据
上
る
。

６
附
則
顕
一
一
坂
か
ら
煎
可
一
女
で
の
蝿
合
暉
お
い
て
流
行
臼
の
前
曰

土
で
“
退
職
し
た
騨
画
（
黒
型
，
ろ
平
旗
十
五
年
五
月
一
口
か
ら
施
行

走
越
、
風
と
し
て
の
在
職
期
凹
遼
皿
算
し
奇
癖
十
条
鶏
一
項
及
び
同

条
露
一
一
項
の
鯉
埋
虐
よ
る
在
鐡
期
間
の
叶
寡
唾
つ
い
て
喫
引
轡
続

い
て
在
聴
し
た
も
の
と
み
な
す
．

３
前
項
の
糎
定
の
通
用
塗
壁
け
て
廻
馳
し
た
密
姥
対
し
て
丈
輪
す
る

退
職
乎
過
の
廻
喫
癖
五
鍵
か
ら
類
血
条
の
七
窪
で
の
螺
定
瀝
上
り

科
算
し
て
縄
允
孤
か
ら
閨
遮
公
団
等
の
役
興
又
撞
唾
風
と
し
て
の
在

睡
期
間
侭
つ
い
て
支
鐇
塞
堂
け
た
条
例
の
廻
噸
宇
当
に
相
爵
す
ら
袷

与
の
函
芭
控
除
し
た
躯
と
す
る
。

且
第
一
窺
庭
規
定
す
る
役
員
戎
潅
越
蝿
風
と
し
て
の
在
睦
中
に
死
亡

し
た
豊
ロ
の
同
露
観
寧
ろ
退
撃
当
陛
、
そ
の
鴛
護
隻

給
す
る
・

鋪
穴
塞
先
に
鯛
風
と
し
て
窪
睡
Ｌ
、
鐘
判
所
桧
（
昭
和
一
一
十
一
一
年
法

錘
躯
五
十
九
営
墨
づ
く
異
癖
習
筆
と
獲
る
た
め
退
職
し
た
密

が
司
法
轆
鬮
生
の
修
恕
窪
纏
え
た
の
ち
箒
他
哩
戟
噸
す
る
｝
ｚ
な
く

再
び
唾
風
と
な
っ
た
蠅
合
の
鋪
十
条
の
螺
定
窪
よ
る
在
蝿
期
間
の
計

算
に
つ
い
て
哩
先
の
醜
貝
と
し
て
の
窪
睦
抑
間
喫
あ
と
の
、
風

と
し
て
の
在
唾
期
間
櫨
引
さ
銃
い
た
も
の
と
み
な
す
。

ｚ
前
垣
の
鎮
定
の
迺
用
遼
愛
け
て
退
輌
し
た
竃
に
対
し
て
支
給
す
る

退
唾
手
当
の
函
哩
顛
三
条
か
ら
露
九
乗
の
七
宝
で
の
規
定
に
尖
り

叶
弊
し
て
得
た
麺
か
ら
先
の
睡
虞
と
し
て
の
窪
睡
期
間
提
つ
い
て
支

給
醤
受
け
た
退
唾
乎
当
の
甑
監
腫
瞼
し
た
餌
と
す
る
。

認
大
桑
竺
一
鏥
十
窪
鰯
垂
垣
の
螺
翼
晤
よ
る
先
の
唾
風
と
し
て
の
在

睡
期
間
蕊
ぴ
固
唾
公
鰯
風
等
の
在
轆
期
脚
嵯
つ
い
て
鐇
例
の
鯉
定

に
よ
番
退
醜
手
当
爬
杷
爵
す
る
総
与
の
糞
蛤
甦
受
け
た
題
の
辿
騨
手

当
の
甑
興
蕊
五
条
か
ら
顛
九
鑑
の
七
窪
で
の
姫
電
侭
か
か
わ
ら
ず

退
職
の
曰
梍
お
け
る
そ
の
密
の
給
料
月
餌
に
露
一
号
侭
掲
げ
る
馴
合

か
ら
難
一
幕
に
掲
げ
る
割
合
を
控
除
し
た
剛
合
琶
罐
じ
で
得
た
鐘
と

す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
辨
先
の
睡
輿
と
し
て
の
窪
暉
期
間
及
び
函

承
公
瀞
風
等
の
在
蝿
期
間
を
樺
入
し
な
い
廷
し
た
燭
合
の
墾
騨
乎
当

の
額
に
禰
之
な
い
と
き
喫
先
の
醐
貝
と
し
て
の
窪
馳
翻
閲
及
び
国

顕
公
礎
員
等
の
在
躯
期
間
を
弊
入
し
な
い
と
し
た
蝿
合
の
領
と
す

る
。｜
そ
の
譜
が
第
五
余
か
ら
躯
九
条
の
七
ま
て
の
鰹
定
婬
よ
り
叶
騨

し
た
甑
の
退
緬
乎
菖
の
糞
蛤
塞
笠
け
る
も
の
と
し
た
掛
合
膳
鈴
吋

」
ろ
当
麺
廻
画
手
当
の
額
の
当
鑑
錨
料
月
額
晦
対
す
ら
馴
合

’
一
一
そ
の
箸
が
先
の
唾
風
塞
退
晒
し
た
灘
及
び
函
藻
公
務
興
奪
塞
辿

，
職
し
た
鯨
に
支
鉛
塵
愛
け
た
廻
騨
宇
当
の
麺
の
そ
の
叶
檸
の
蕪
迩

・
と
な
っ
た
緒
科
目
顕
に
対
す
る
剛
含
、

銅
六
蝿
の
三
町
軍
県
入
間
郡
光
樮
山
村
の
公
立
学
校
庭
動
鰯
し
て
い

た
歓
画
蝿
尻
毛
あ
っ
て
向
滴
の
工
承
都
函
多
鴎
耶
噸
穂
町
綱
入
腫

伴
い
引
曾
続
い
て
鰯
一
一
条
の
域
風
と
な
っ
た
麺
の
濁
玉
畷
の
徴
西
城

，
風
と
し
て
の
窪
鼬
鯛
問
睦
一
』
銃
瞳
阿
条
の
唾
尻
と
し
て
の
在
聴
期

，
閲
に
皿
秤
す
る
Ｐ

第
六
鐸
の
四
京
章
都
内
の
市
町
村
の
消
防
鰹
脚
嬉
動
濁
し
て
い
た
調

防
唾
員
で
あ
っ
て
函
和
一
一
雫
三
竿
四
月
一
旦
昭
和
四
十
五
年
四

・
月
一
日
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
昭
和
、
十
九
年
四
月
一
日
又

は
昭
和
三
十
年
八
月
一
Ｂ
腱
引
ご
錘
い
て
酉
一
躍
の
醜
輿
と
左
つ
た

密
の
幽
遮
鋼
防
繩
閼
の
砿
風
と
し
て
の
在
唾
期
悶
（
そ
の
窪
漣
期
間

瀝
逝
源
さ
れ
る
｝
）
と
姪
な
っ
て
い
＆
窪
、
期
間
亡
含
む
。
）
建
二

乳
筐
同
条
の
砥
興
と
し
て
の
在
函
期
間
に
皿
寡
寸
豊
た
だ
し
、
条

例
晦
奴
冠
す
る
退
醜
手
当
催
抱
塵
寸
墨
特
与
の
支
紬
瞳
鍵
け
た
者
の

在
職
鋤
問
に
つ
い
て
盤
時
醗
給
与
の
糞
繕
の
錘
睡
と
な
っ
た
窪
職

期
間
を
除
く
．
・

舞
六
義
の
五
財
団
銭
八
束
寛
軍
耐
食
肉
画
案
公
選
に
動
鱈
し
て
い
た

馳
良
で
あ
っ
て
同
公
社
の
鍵
駈
が
軍
京
都
へ
蒋
管
し
た
』
一
と
腱
伴

い
》
引
き
鋪
い
て
薄
一
一
条
の
唾
興
と
な
っ
た
瀞
の
画
公
社
の
躯
蕊
瞳

し
て
の
在
國
観
閲
蝉
、
』
蕊
溌
闘
尭
の
慰
瓜
と
し
て
の
在
唾
期
間
に

鋤
押
す
畳

ｚ
航
額
の
在
噸
期
間
内
に
同
公
社
の
鰹
定
に
よ
り
蕊
九
条
の
七
熱
一

坂
の
頑
塞
麺
と
同
様
の
も
の
悲
蟹
げ
て
い
た
鰯
悶
が
あ
る
客
の
当
題

期
間
及
び
当
賊
額
竺
向
璽
の
頑
壁
麺
を
受
け
て
い
た
期
間
撰
び
麺

と
み
な
す
勾

錐
ハ
巽
二
の
粂
例
の
、
陶
踵
受
捗
る
錘
魔
で
あ
っ
て
、
昭
和
一
一
十
九

年
九
月
一
一
日
以
襖
ソ
ヴ
柔
卜
社
全
奎
韓
共
和
函
連
邦
極
宝
千

鴎
建
北
竺
一
一
十
〈
鹿
隅
北
の
朝
醐
閲
雍
州
、
識
州
立
た
は
中
園
本

土
の
地
鰄
内
猩
描
い
て
生
舂
し
て
い
た
と
蕊
め
ら
狼
ろ
蚕
料
が
あ

り
《
か
『
率
卯
に
蝿
錘
し
て
い
な
い
も
の
（
圓
己
の
麗
忠
に
翼
り

蝿
鐘
し
な
い
＄
の
と
認
め
ら
醜
ろ
轡
な
ら
び
に
函
和
一
一
十
年
九
月
一
一

Ｂ
以
陛
に
お
い
て
本
邦
唖
あ
っ
た
箸
琶
除
く
。
）
鐇
騨
綣
法
の

一
部
塗
改
正
す
る
法
律
（
函
和
一
一
十
八
年
法
露
頭
百
五
十
玉
尋
）
左

曰
の
炳
曰
立
冠
の
間
に
お
け
る
旧
塞
例
弟
士
一
案
の
螺
定
の
遮
用
瞳

つ
い
て
建
回
難
鰯
一
魂
中
『
疋
期
醒
践
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
抑

錦
宙
十
一
〈
号
）
』
と
あ
る
の
樫
「
虹
、
保
険
麓
等
の
一
部
塗
改
正
す

る
法
律
（
平
醍
十
五
年
穰
警
一
十
一
芝
に
よ
る
改
正
前
の
堀
用

保
験
潅
（
以
下
『
旧
雇
用
嬢
険
謹
』
と
い
う
。
）
」
と
、
同
種
聾
一
号

並
び
に
向
塞
癖
一
一
一
額
Ｐ
露
五
頭
か
ら
露
八
種
窪
で
癖
十
一
項
及
び

謡
十
一
一
掴
中
『
厘
用
鐸
険
法
』
と
あ
る
の
は
「
臼
願
用
保
険
法
」
と

す
る
。
．
「

７
附
川
鰯
二
輿
錘
一
一
一
瀬
及
び
耐
漢
の
鎮
定
に
か
か
わ
ら
ず
．
平
成

十
五
年
工
月
一
同
か
ら
流
行
白
の
煎
曰
ま
き
の
間
瀝
退
聴
し
た
醜
輿

の
う
ち
旧
条
例
難
十
一
一
一
鑑
の
鎮
麺
に
よ
り
退
聴
季
当
塵
愛
臓
号
一
と

が
で
ｇ
ろ
密
の
塞
灘
轡
の
廻
蝿
乎
璽
の
額
哩
同
乗
の
規
定
矩
上
る

廻
騨
手
当
の
頭
塗
下
回
ら
雄
い
蝿
凹
に
お
い
て
煎
承
部
観
劇
（
以

下
「
鋼
即
』
と
い
う
。
）
で
淀
め
る
と
こ
ろ
踵
よ
る
。

ｓ
耐
剛
璽
一
翼
露
一
一
一
菰
及
び
螺
一
〈
承
の
観
電
に
か
か
わ
ら
ず
、
平

成
十
五
年
五
月
一
日
前
に
廻
聴
し
催
麗
員
が
同
曰
か
ら
晦
行
曰
の
前

日
ま
で
”
問
瞳
、
躍
梍
就
い
た
鰹
合
建
湿
用
保
腫
潅
零
の
一
郡
蓬

輩
正
す
る
法
蒋
（
平
旗
十
筆
法
鞠
警
一
士
逢
陶
如
露
八
条
に

鯛
定
す
ら
麟
露
侭
識
字
閨
の
支
紬
の
例
に
よ
り
断
条
伽
露
土
一
一
条
鰯

八
頑
癖
四
号
に
縄
げ
ろ
雛
雄
捉
郵
季
壁
に
相
醤
す
る
廻
凪
乎
当
蔭
支

錨
す
る
“
た
鐘
し
、
や
」
れ
ら
の
譜
の
う
ち
旧
棗
例
鰯
士
一
一
条
露
八
頭

癖
一
一
一
号
の
一
五
嘩
銅
四
号
の
規
定
膣
上
り
廻
唾
乎
出
碓
糞
け
る
ニ
ヒ

が
で
ご
ろ
春
の
鍵
鍵
轌
の
退
函
手
当
の
甑
は
、
同
菰
粛
一
一
一
号
の
一
一
又

は
露
四
号
の
銀
定
に
よ
る
型
轆
乎
当
の
函
蓮
下
回
ら
延
い
範
囲
に
お

い
て
、
鎮
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
距
よ
る
。

ｇ
平
成
十
五
年
五
月
一
巳
か
ら
漉
行
日
の
前
曰
ま
で
の
間
に
廻
聴
し

た
睡
固
に
対
し
漣
平
成
十
五
年
五
月
一
日
か
ら
掩
行
曰
の
前
日
ま

で
の
問
に
旧
粂
例
癩
士
一
一
条
の
鯛
琿
に
よ
り
支
払
わ
れ
た
過
聴
手
幽

噌
附
則
第
七
楓
の
鯉
逗
歴
よ
る
宍
鍛
審
の
蝿
騨
乎
出
の
内
錘
と
み

な
す
。
．
．

、
平
虞
十
五
年
五
月
一
日
前
暉
退
、
し
『
同
日
か
ら
鰯
行
曰
の
煎
曰

玄
で
の
岡
に
唾
鍵
に
職
い
危
職
凰
瀝
対
し
て
平
成
十
五
年
五
月
一

日
か
ら
錘
行
曰
の
前
曰
ま
で
の
問
に
旧
条
例
鰯
十
一
一
一
尭
露
八
項
類
三

仁
号
の
一
一
又
瞳
鰯
四
号
の
鎮
定
礎
よ
り
支
払
わ
れ
た
辿
馳
手
当
峰
附

則
簿
八
種
の
籾
滝
確
よ
る
宍
粟
麺
の
退
唾
乎
当
の
内
挫
と
み
な
す
。

￣

Ｉ
．
奎
。
。
】
】
》
》
１
０
０
可
・
一
》
（
一
・
．
｜
》
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｑ

雫
・
；
・
辨
ｆ
１
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｌ
ｉ
ｌ
・
↑
；
ｉ
‐
１
１
．
；
１
１
…
；
．
…
ｉ
－
ｉ
．

た
痙
束
京
都
恩
給
鍵
例
の
一
部
芭
改
正
宏
ら
条
例
（
昭
和
一
一
十
八
年

十
一
一
月
東
京
都
条
例
露
亘
一
十
一
号
）
の
親
電
に
上
っ
て
過
紬
し
た

も
の
と
み
な
さ
狐
だ
と
琴
、
ま
た
域
昭
和
一
一
十
〈
年
八
月
一
曰
以
後

死
亡
が
駆
蕊
さ
れ
た
と
ぎ
壇
そ
の
者
が
そ
の
退
唾
の
曰
ま
た
は
死

亡
蝿
鹿
の
曰
に
遜
馳
し
た
も
の
ど
み
な
し
て
、
津
五
条
ま
た
哩
銅
六

条
の
規
定
に
よ
る
廻
璃
手
当
竃
支
給
十
苞

醸
十
一
一
条
平
成
九
年
度
及
び
平
成
十
年
唾
に
廻
扉
す
る
唾
鳳
の
う
ち

噸
風
の
定
雫
零
醒
閲
す
る
録
例
露
一
一
一
条
に
蝿
露
す
る
定
年
が
年
齢
六

十
年
で
あ
る
も
の
の
退
醗
手
当
の
樺
定
痙
あ
っ
て
興
銅
七
条
の
一
一
一

の
駆
定
中
「
一
一
十
五
年
」
と
あ
る
の
峰
『
’
’
十
年
」
と
．
『
百
分
の

一
一
』
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
一
一
一
」
と
し
て
、
陶
鐘
の
鋼
定
匿
適
用
す

る
。

２
平
嘩
十
一
年
歴
矩
退
噸
す
る
鰄
輿
の
う
ち
唾
風
の
定
年
癖
に
間
す

る
尭
例
露
三
露
盤
奴
堤
す
る
痩
躯
が
午
壁
〈
十
竿
で
あ
る
も
の
の
退

獅
手
当
の
秤
竃
渥
曇
っ
て
興
顛
七
豪
の
一
一
一
の
限
定
中
「
一
一
十
五

年
」
と
あ
る
の
は
「
一
一
十
年
」
と
、
定
皐
年
虞
の
十
牢
鯛
か
ら
六
年

前
の
も
の
に
つ
い
て
興
「
雷
分
の
一
一
」
と
あ
る
の
ば
『
百
分
の
一
一
一
」

と
し
て
岡
余
の
親
電
遅
麺
用
す
る
傘

３
乎
康
士
一
一
年
度
及
び
平
域
十
四
年
度
理
退
職
す
る
職
瓜
の
う
ち
職

風
の
定
年
零
痙
闇
す
る
条
例
麺
一
一
乗
塵
親
竃
す
る
定
年
が
年
齢
一
〈
十

年
で
あ
る
も
の
の
退
唾
乎
幽
の
蝉
定
に
あ
っ
て
は
、
定
率
年
度
の
十

年
前
か
ら
一
〈
年
前
の
も
の
に
つ
吟
て
建
顛
七
条
の
一
一
一
の
螺
定
中

「
百
分
の
一
一
』
と
あ
る
の
栓
『
雷
分
の
一
一
一
」
と
し
て
同
条
の
醜
蛇
を

溜
喜
．附則
年
一
四
・
’
一
一
・
一
一
五
条
御
二
〈
○
）

１
》
｝
の
寒
例
峰
平
成
十
王
率
四
月
一
曰
か
ら
露
行
す
る
。

２
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
〈
牢
一
一
一
月
一
一
一
十
一
曰
土
で
の

間
暉
退
職
し
た
鵡
防
司
令
麹
消
防
士
基
調
防
印
士
憂
又
瞳
消
防

士
で
あ
る
鍋
坊
唾
貝
の
廻
聴
乎
湾
に
つ
い
て
煙
一
一
の
塁
例
に
よ
る

改
醒
後
の
血
園
の
廻
廼
手
当
に
閲
す
る
乗
例
鰯
五
条
か
ら
巍
八
乗
ま

で
の
鯉
定
に
よ
り
肝
樺
し
て
縄
允
銅
炬
、
平
成
十
五
年
三
月
一
一
一
十
一

日
を
当
醗
賦
興
の
迦
聴
の
Ｂ
と
し
て
や
昴
露
剛
胆
よ
る
政
頭
煎
の
唾

属
の
退
睡
手
当
塵
閲
す
る
条
例
蕊
九
条
の
五
及
び
別
墨
璽
一
一
の
奴
定

鱈
麹
用
す
る
し
の
こ
し
た
蝿
合
に
菰
拝
す
る
餌
と
し
て
得
た
額
膣
加

算
し
た
額
麿
も
つ
く
毛
の
窓
に
丈
緒
す
る
返
砿
手
当
の
極
と
す

、
こ
の
附
則
に
鯛
竃
す
る
も
の
の
瞳
か
、
ｊ
一
の
栞
例
の
施
行
に
つ
い

て
必
喪
な
暉
遇
桶
殴
は
、
趣
剛
で
定
め
ろ
．
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